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賃上げによる好循環

※連合 春季生活闘争回答集計結果

賃上げ率
５．１０％

（Ｒ６年）

５．２５％

（Ｒ７年）

民間消費支出
３２８兆円

（Ｒ６年第２四半期）

３４０兆円

（Ｒ７年第２四半期）

民間設備投資
１０５兆円

（Ｒ６年第２四半期）

１１０兆円

（Ｒ７年第２四半期）

就業率
６１．７％

（Ｒ６年第２四半期）

６２．３％

（Ｒ７年第２四半期）

名目GDP
６０６兆円

（Ｒ６年第２四半期）

６３５兆円

（Ｒ７年第２四半期）

 賃上げは、家計の所得増加による消費の拡大を通じて、企業収益を増加させるとともに、必要な人材を適切

に確保し、企業の生産性を向上させ、更なる賃上げや持続的な成長を生むという好循環をもたらす。

賃金上昇

消費の増加

製品需要の増加

労働需要の増加

人材確保

生産性の向上

生産の増加

企業収益の増加

賃上げによる好循環の形成
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※資本金1,000万円以上

営業利益
２３．３兆円

（Ｒ６年第２四半期）

２３．４兆円

（Ｒ７年第２四半期）



令和７年度 地域別最低賃金一覧

改正年度 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｒ元年 Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年 Ｒ5年 Ｒ6年 Ｒ7年

全
国

全国加重平均（円） 823 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055 1,121

対前年度引上げ率 3.1％ 3.0％ 3.1％ 3.1％ 0.1％ 3.1％ 3.3％ 4.5％ 5.1％ 6.3％

福
井

福井県最低賃金（円） 754 778 803 829 830 858 888 931 984 1,053

対前年度引上げ率 3.0％ 3.2％ 3.2％ 3.2％ 0.1％ 3.4％ 3.5％ 4.8％ 5.7％ 7.0％
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地域別最低賃金（時間額）の推移

発効日 発効日



改正年度
全国加重
平均

最高額
（東京） 福井 石川 富山

最低賃金額 最低賃金額 全国加重平
均との比率

最高額との
比率

最低賃金額 福井との差 最低賃金額 福井との差

平成28年 823 932 754 91.6 ％ 80.9 ％ 757 3 770 16 

平成29年 848 958 778 91.7 ％ 81.2 ％ 781 3 795 17 

平成30年 874 985 803 91.9 ％ 81.5 ％ 806 3 821 18 

令和元年 901 1,013 829 92.0 ％ 81.8 ％ 832 3 848 19 

令和2年 902 1,013 830 92.0 ％ 81.9 ％ 833 3 849 19 

令和3年 930 1,041 858 92.3 ％ 82.4 ％ 861 3 877 19 

令和4年 961 1,072 888 92.4 ％ 82.8 ％ 891 3 908 20 

令和5年 1,004 1,113 931 92.7 ％ 83.6 ％ 933 2 948 17 

令和6年 1,055 1,163 984 93.3 ％ 84.6 ％ 984 0 998 14 

令和7年 1,121 1,226 1,053 93.9 ％ 85.9 ％ 1,054 1 1,062 9 

全国加重平均・全国最高額・北陸３県の最低賃金額の推移

○ 福井県最低賃金は、全国加重平均との比率では93.9％、最高額である東京都との比率では85.9％で推移し、それぞれの
格差は縮小傾向にある。

〇 北陸３県での比較では、令和７年度改定によって石川県との額差は１円、富山県との額差は９円となった。

（単位：円）
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福井県内のパートタイム労働者の職種別求人賃金の推移

○最低賃金の改正によって、影響を受ける労働者の内訳は、パートタイム等の労働者が約７割を占めている。

〇福井労働局では、毎月、ハローワークで受け付けた求人情報を基に、求人票に記載された賃金の平均額を取りまとめてい
ます。令和７年10月分集計では、パートタイム労働者の求人賃金の下限額の平均は、1,150円程度の水準となっている。

資料出所 福井労働局「最低賃金に関する基礎調査」
（注） 事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。
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令和６年10月 令和７年10月

上限賃金 下限賃金 上限賃金 下限賃金

管理的職業 2,500 1,000 ー ー

専門的・技術的職
業

1,507 1,295 1,542 1,321

事務的職業 1,132 1,048 1,217 1.111

販売の職業 1,095 1,027 1,221 1,098

サービスの職業 1,195 1,058 1,259 1,141

保安の職業 1,043 988 1,173 1,103

自動車運転の職業 1,233 1,105 1,248 1,193

生産工程・労務の
職業

1,099 1,037 1,181 1,110

計 1,188 1,079 1,265 1,148

資料出所 福井労働局「職種別求人・求職賃金情報」

パートタイム労働者の求人賃金の推移

単位：円

令和７年度福井県最低賃金の改正により影響を受ける労働者：約35,400人



賃金引上げに向けた厚生労働省の支援施策（「賃上げ」支援助成金パッケージ）
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生産性向上のヒント集

生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ等を支援するのための助成金

令和７年度の交付申請件数は480件で、前年度より122件、
34.1％増加した。（※R7年度交付申請の受付は10月7日終了）

・産業別交付申請状況

製造業 107件（うち食品37件
繊維22件）

卸売業・小売業 93件（うち小売63件）

宿泊業・飲食サービス業 87件（うち飲食78件）

医療・福祉 62件（うち福祉46件）

生活関連サービス業・娯楽業 32件（うち生活29件）

これら５つの産業分類で全体の８割を占めた。

・企業規模別交付申請状況

業務改善助成金

30人未満の企業が約７割を占め、小規模事業者で多く
活用されている。
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厚生労働省では、業務改善助成金・働き方改革推進支

援助成金を活用し、業務の効率化や働き方の見直しな

どを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げ等を

行った事例を集めた冊子を作成しております。

令和６年３月版 令和５年３月版 令和４年３月版

ヒント集のほかにも、最低賃金

引上げに向けた中小企業・小規

模事業者への支援情報を厚生労

働省のホームページで掲載して

います。

交付申請件数(件) 301 358 342 480

交付決定額(百万円) 288 434 130 237

R５年度 R６年度
R６年度

11月末

R７年度

11月末



助成金 助成金
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働き方改革推進支援助成金 働き方改革推進支援助成金
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非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けた支援
キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

※１ 上段は支給決定件数、下段は支給対象者数。

・有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定した場合に支給される「賃金規定等改定コース」は、ベースアップの促進を図るこ

とができる。最低賃金の引上げに係る支援策として積極的に周知を図ったことにより、令和７年度11月末現在の支給決定件数は前年比1.75倍と

なり、非正規雇用労働者の処遇改善に繋がっている。

年度別・計画受理及び支給
決定状況

R5年度 R6年度
R6年度
11月末

R7年度
11月末

賃金規定等改定
コース

計画受理
件数

134件 200件 171件 145件

支給決定
件数※１

10件 101件 92件 161件

63人 1,176人 1,071人 2,196人

賃金規定等改定コース
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令和7年度
助成内容

助成額
中小企業の場合 大企業の場合

有期雇用労
働者等の基本
給の賃金規定
等を３％以上
増額し、その
規定を適用さ
せた場合（1
人当たり）

３％以上４％未満 ４万円 2.6万円

４％以上５％未満 ５万円 3.3万円

５％以上６％未満 6.5万円 4.3万円

６％以上 ７万円 4.6万円

※「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）
※有期雇用労働者の昇給制度を新たに設けた場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

会社概要

取組事例

事業内容：小売業(食品スーパー) 従業員：338名

最低賃金の上昇に伴い、全従業員の賃金引上げが必要で
あったことから、賃金規定を見直し、仕事内容等で賃金
を決定する賃金テーブルを作成し賃上げを実施すること
になった。

助成金活用

助成金活用
の背景

パート・アルバイトを対象労働者(上限100名)とし、３％
以上の賃金引上げにより、１人５万円×100名＝500万円
の助成金を受給。

活用の効果 最低賃金改正へスムーズに対応ができ、また、賃金テー
ブルの作成により、職務の適正評価や公正な賃金決定に
繋がった。



令和7年度
助成内容

助成額
中小企業の場合 大企業の場合

重点支
援

左記以
外

重点支
援

左記以
外

有期雇用労働
者等を正社員化
（※）した場合
（1人当たり）

※正規雇用労働者
等への転換または
派遣労働者を正規
雇用労働者等とし
て直接雇用するこ
と。

①有期→正規
80万
円

40万
円

60万
円

30万
円

②無期→正規
40万
円

20万
円

30万
円

15万
円

重点支援とは
a:雇入れから３年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから３年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けた支援
キャリアアップ助成金（正社員化コース）

※１ 上段は支給決定件数、下段は支給対象者数。

・有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合に支給される「正社員化コース」は、非正規労働者の雇用の安定を図るとともに、人手

不足対策及び年収の壁対策の一環として積極的に周知を行うことにより、毎年、多くの正社員化に繋がっている。

年度別・計画受理及び支給
決定状況

R5年度 R6年度
R6年度
11月末

R７年度
11月末

正社員化コース

計画受理
件数

285件 365件 249件 202件

支給決定
件数※１

293件 323件 132件 327件

403人 409人 177人 434人

正社員化コース
会社概要

取組事例

事業内容：建設業 従業員：16名

定着が困難な業種であること、また、短期間で離転職歴
が多い採用者を見極めるために、有期雇用で採用してい
る状況であり、正社員としての雇入れに不安があった。

助成金活用

助成金活用
の背景

有期雇用で採用した労働者を正社員へ転換し、転換後
6ヵ月後に第１期40万円、１年後の第２期40万円の助成
金を受給。

活用の効果 正社員化制度を設けたことにより、仕事に対する意識付
けやモチベーションがアップし、正社員であることへの
責任感から職場定着にも繋がった。
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～適切な価格転嫁や継続的な賃上げについての気運を醸成～

県内の経済団体、金融団体、労働者団体および行政機関など１１団体
が共同宣言を締結（Ｒ５年９月）

➢ 適切な価格転嫁および賃上げに向けた気運醸成・経営環境の整備
ほか

「幸せ実感（ウェルビーイング）社会の実現に向けた共同宣言」に基づく国・
県の施策との連携

福井労働局では、「幸せ実感（ウェルビーイング）社会の実現に向けた共同宣言」に基づき、「パートナー

シップ構築宣言」に関する国・県の施策や「よろず支援拠点」等の取引の適正化、事業承継等の経営に関する

相談機関の周知に努めています。

売上拡大、経営改善、生産性向上、創業、商品開発、
労務、法務、デザイン、ＨＰ・ＳＭＳ等インターネッ
ト活用などの経営上のお悩み

中小企業診断士等による取引の適正化、事業承継等の経営に関する相談機関

福井県よろず支援拠点（中小企業庁）

下請取引の適正化を推進することを目的として、事業
者間の取引上の悩みを相談できる窓口

福井県下請かけこみ寺
（中小企業庁・（公財）全国中小企業振興機関協会）

中小企業診断士等の専門家を企業に派遣して価格交渉、
価格転嫁等のノウハウを支援

取引適正化サポーター派遣事業（福井県事業）

中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援

福井県中小企業活性化協議会
（経済産業省近畿経済産業局委託事業）

中小企業の円滑な事業承継を支援

福井県事業承継・引継ぎ支援センター
（経済産業省近畿経済産業局委託事業）

「幸せ実感（ウェルビーイング）社会の実現に向けた共同宣言」

社会保険労務士による労務管理に関する相談機関

働き方改革に関する様々な課題に対応
するワンストップ相談窓口

ふくい働き方改革推進支援センター
（厚生労働省委託事業）

中小企業等の賃上げ促進に向けた社会
保険労務士による伴走型の支援

ふくい物価高騰対策賃金アップ応援事業
（福井県事業）

11


	レイアウトサンプル
	スライド 0
	スライド 1: 賃上げによる好循環
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5: 賃金引上げに向けた厚生労働省の支援施策（「賃上げ」支援助成金パッケージ）
	スライド 6: 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ等を支援するのための助成金
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けた支援 　キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）
	スライド 10: 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けた支援 　キャリアアップ助成金（正社員化コース）
	スライド 11: 「幸せ実感（ウェルビーイング）社会の実現に向けた共同宣言」に基づく国・県の施策との連携


